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＜定例会の主な議題及び要旨＞ 

 

令和４年４月７日（木） 

 

【協議事項】 

１ 警察職員等の特別派遣について           

       （警備部） 

  警察本部から「４月２３日及び同月２４日に開催される第４回アジア・太平洋水サミ

ットに伴う警護警備に万全を期すため、熊本県公安委員会から本県公安委員会に対し、

警察職員等の特別派遣について援助の要求がなされたことから、御審議をお願いする。」

旨の説明があった。 

公安委員から「参加者の規模はどの程度となるのか。」旨の発言があり、警察本部か

ら「来日する要人は１０数名となる見込みである。」旨の説明があった。 

公安委員から「援助の要求は、本県以外にもなされているのか。」旨の発言があり、

警察本部から「九州各県に対して援助の要求がなされている。」旨の説明があった。 

公安委員から「同サミットには、どのような要人が参加するのか。」旨の発言があり、

警察本部から「参加国の首脳や大臣などである。」旨の説明後、本件は了承された。  

 

【報告事項】 

１ ２月定例県議会の結果について                    

（総務部） 

  警察本部から「２月定例県議会は、３２日間の会期を終え、３月２４日に閉会した。

本会議における代表質問では、民主県政県議団から警察施設の老朽化対策について、緑

友会から県民の安全・安心について、公明党からニセ電話詐欺対策について質問が行わ

れた。警察委員会では、令和３年度福岡県一般会計補正予算等４件についての審査が行

われ、いずれも原案どおり可決された。」旨の報告があった。  

 

２ 警察署協議会会長連絡会議の開催について   

（総務部） 

警察本部から「４月２１日、警察署協議会会長連絡会議を開催する。出席者は、公安

委員長及び委員、各警察署協議会会長、警察本部長、各部長である。会議次第は二部構

成としており、第一部は、公安委員長及び本部長の挨拶の後、警察本部からの報告、第

二部は、警察署協議会からの活動報告を予定している。」旨の報告があった。 

 

３ 還付金詐欺に係る被害防止集中対策の実施について                

（生活安全部） 

  警察本部から「令和３年以降、全国的に認知件数が大幅に増加している還付金詐欺の

被害を防止するため、４月・５月を集中対策期間と定め、各種予防対策を推進する。主

な取組の一つは、被害者層の自主防犯行動に結び付く啓発動画の活用であり、これは還

付金詐欺の被害に遭った音声データを基に啓発動画を製作し、防犯講習で活用するほ

か、高齢者が集まる施設等で放映する。そのほか、金融機関等ＡＴＭ設置施設への警察

官の立寄りを通じた「ＳＴＯＰ！ＡＴＭでの携帯電話」の周知・浸透や自治体と連携し

た広報啓発の促進にも取り組んでいく。」旨の報告があった。 

  公安委員から「ＡＴＭにおいて音声での注意喚起はなされているのか。また、ニセ電

話詐欺の発生に関する情報は、金融機関と共有しているのか。」旨の発言があり、警察

本部から「金融機関等のＡＴＭ設置施設の中には、アナウンスで注意喚起を行っている



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところもある。また、警察がニセ電話詐欺の予兆電話を認知した場合は、発生地域の金

融機関を対象に予兆電話情報を発信するなど、金融機関等と連携を図りながら警戒強化

に努めている。」旨の説明があった。 

  公安委員から「本県でもニセ電話詐欺の被害が増加していることから、引き続き未然

防止対策の徹底をお願いする。」旨の発言があった。 

 

４ 指定暴力団五代目工藤會傘下組織事務所の撤去について 

（暴力団対策部） 

  警察本部から「北九州市小倉北区所在の工藤會傘下組織事務所については、県警察に

よる事務所撤去の働き掛けに応じた工藤會側が民間事業者に売却し、３月１１日、同事

務所の撤去を確認した。また、本件事務所と同時期に解体工事に着工した同区所在の事

務所についても、１月５日、撤去を確認した。今後も、購入者に対する保護対策や新た

な事務所開設に関する情報収集を徹底し、付近住民の安心感の醸成に努めていく。」旨

の発言があった。 

  公安委員から「事務所撤去に際し、過去、工藤會による妨害行為はあったのか。」旨

の発言があり、警察本部から「平成２６年のいわゆる頂上作戦以降、２４箇所の工藤會

関連事務所を撤去しているが、同會による妨害行為は確認されていない。」旨の説明が

あった。 

  公安委員から「売却先の民間事業者は、暴力団関係者ではないのか。」旨の発言があ

り、警察本部から「暴力団と関係がないことを確認している。」旨の説明があった。 

 

５ 貨物自動車運送事業法違反事件等の終結について 

（警備部） 

警察本部から「博多警察署及び公安第二課は、貨物自動車運送事業法違反事件（無許

可経営・名義貸し）、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反事件（通帳等の譲受

・譲渡し）及び詐欺事件について、政治団体の代表を務める男性ほか３人を検挙し、捜

査を終結した。」旨の報告があった。  

 


